
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
四
百
四
十
九
号

端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
及
び
第
三
十
六
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
平
成
五
年
郵
政
省
告
示
第
六
百
十
一
号
（
端
末
設
備
等
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
移
動
電
話
端
末
等
の

送
信
タ
イ
ミ
ン
グ
の
条
件
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
五
日

樽
床

伸
二

総
務
大
臣

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
す
る
。

(二)

拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

(二)

制
御
チ
ャ
ネ
ル
に
お
け
る
送
信
は
、
移
動
電
話
用
設
備
か
ら
受
信
し
た
ス
ロ
ッ
ト
に
同
期
さ
せ
、
か
つ
、

(1)
ス
ロ
ッ
ト
の
受
信
が
終
了
し
た
時
点
か
ら
、
不
規
則
な
遅
延
時
間
の
後
に
送
信
を
開
始
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。通

話
チ
ャ
ネ
ル
に
お
け
る
送
信
は
、
移
動
電
話
用
設
備
か
ら
受
信
し
た
フ
レ
ー
ム
に
同
期
さ
せ
、
か
つ
、

(2)
そ
の
開
始
時
点
と
受
信
し
た
フ
レ
ー
ム
と
の
偏
差
は
（
±
）
一
マ
イ
ク
ロ
秒
ま
で
の
範
囲
に
あ
る
こ
と
。

第
一
項
第
五
号

中
「
衛
星
移
動
電
話
端
末
等
」
を
「
移
動
電
話
端
末
等
」
に
、
「
衛
星
移
動
電
話
用
設
備
」
を
「

(一)

移
動
電
話
用
設
備
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
。

第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
す
る
。

(二)



二
頁

拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

(二)

制
御
チ
ャ
ネ
ル
に
お
け
る
送
信
は
、
移
動
電
話
用
設
備
に
信
号
を
送
出
後
、
一
六
〇
ミ
リ
秒
以
上
一
、
三

(1)
六
〇
ミ
リ
秒
以
下
の
移
動
電
話
用
設
備
か
ら
指
定
さ
れ
た
時
間
内
で
、
そ
の
信
号
の
受
信
を
確
認
し
た
信
号

（
以
下
「
確
認
信
号
」
と
い
う
。
）
を
移
動
電
話
用
設
備
か
ら
受
信
し
た
場
合
は
、
送
信
を
完
了
す
る
こ
と
。

確
認
信
号
を
受
信
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
〇
ス
ロ
ッ
ト
か
ら
一
六
ス
ロ
ッ
ト
の
不
規
則
な
遅
延
時
間
の
後

に
、
確
認
信
号
を
受
信
す
る
ま
で
移
動
電
話
用
設
備
に
信
号
を
再
度
送
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
再
度
送
出
す
る
回
数
は
、
移
動
電
話
用
設
備
か
ら
指
示
さ
れ
る
回
数
を
超
え
ず
、
か
つ
、
一
五
回
を

超
え
て
は
な
ら
な
い
。

⑴
に
お
い
て
確
認
信
号
を
受
信
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
〇
ス
ロ
ッ
ト
か
ら
一
六
ス
ロ
ッ
ト
の
不
規
則
な

(2)
遅
延
時
間
の
後
に
、
再
び
⑴
の
動
作
を
実
行
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
再
び
⑴
の
動
作
を

実
行
す
る
回
数
は
移
動
電
話
用
設
備
か
ら
指
示
さ
れ
る
回
数
を
超
え
ず
、
か
つ
、
一
四
回
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
不
規
則
な
遅
延
時
間
の
最
大
値
に
つ
い
て
は
、
移
動
電
話
用
設
備
か
ら
指
示
の
あ
っ
た
場

合
に
お
い
て
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
項
第
五
号

中
「
衛
星
移
動
電
話
用
設
備
」
を
「
移
動
電
話
用
設
備
」
に
、
「
一
の
６
」
を
「
一
の
３
」
に
改

(一)

め
、
同
号

中
「
衛
星
移
動
電
話
端
末
識
別
ビ
ッ
ト
」
を
「
移
動
電
話
端
末
識
別
ビ
ッ
ト
」
に
、
「
衛
星
移
動
電
話
設

(二)

備
」
を
「
移
動
電
話
用
設
備
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
。



三
頁

第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

移
動
電
話
端
末
等
の
タ
イ
ム
ア
ラ
イ
ン
メ
ン
ト
制
御
の
条
件

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
第
二
号
に
規
定
す
る
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に

１
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
移
動
電
話
端
末
等
の
送
信
タ
イ
ミ

ン
グ
は
、
衛
星
の
位
置
を
予
測
し
タ
イ
ム
ア
ラ
イ
ン
メ
ン
ト
を
行
っ
た
捕
捉
信
号
を
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
調
整

す
る
も
の
と
す
る
。
以
後
は
、
移
動
電
話
用
設
備
か
ら
指
示
さ
れ
た
値
に
従
い
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。

１
に
定
め
る
送
信
タ
イ
ミ
ン
グ
の
調
整
は
、
標
準
送
信
タ
イ
ミ
ン
グ
に
対
し
て
〇
シ
ン
ボ
ル
か
ら
（
－
）
五
五

２
〇
シ
ン
ボ
ル
（
標
準
送
信
タ
イ
ミ
ン
グ
に
対
し
て
五
五
〇
シ
ン
ボ
ル
早
く
送
信
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
ま
で
の
範

囲
で
行
う
も
の
と
す
る
。


